
資料１ 

地方創生有識者懇談会の開催について 

 

１．趣旨 

 新型コロナウイルス感染症への対応に伴うテレワークなどの経験により、地

方創生の分野においても地方移住や、働き方の見直し、ワークライフバランスの

充実への関心の高まりが見られるなど、人々の意識や行動に大きな変化が生じ

つつある。 

 当面、当該感染症への継続的な対応がしばらく必要とされる見通しの下で、地

方創生への影響と、それを踏まえた今後の地方創生の取組の方向性を検討する

ため、地方創生有識者懇談会（以下「懇談会」という。）を開催する。 

 

２．主な検討事項 

（１）感染症が地方創生に及ぼす影響等の整理 

（２）地方創生の今後の方向性 

 

３．構成 

（１）懇談会は、別紙の有識者からなる委員により構成し、内閣官房まち・ひと・

しごと創生本部事務局地方創生総括官の下に開催する。 

（２）懇談会に座長を置く。座長は、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務

局地方創生総括官が予め指名するものとする。座長は座長代理を指名する

ことができる。 

（３）座長は懇談会の議事を整理する。また、座長代理は、座長を補佐し、座長

不在のときは、座長に代わってその職務を遂行する。 

（４）懇談会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。 

（５）その他、懇談会の運営に必要な事項は、座長が定めるところによる。 

 

４．庶務 

 懇談会の庶務は、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局において処理す

る。 

 

５．運営 

（１）会議において配布された資料は、原則として公表する。 

（２）議事要旨は原則として公表する。ただし、座長が特に必要と認めるときは、

議事要旨の全部又は一部を公表しないものとすることができる。 
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